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(57)【要約】
　本発明は、動く歩道等における車輪（5a、5b、6a、6b
）上を移動するパレット（1）の走行方向を転換する方
法および装置に関する。移送方向に移動するパレットは
、戻り方向に移動するパレットとは異なる高さで移動し
、パレットの走行方向は、方向転換時にパレットを実質
的に同じ姿勢に維持しながら動く歩道等の端部で転換さ
れる。方向転換時では、走行方向から見てパレット（1
）の後端部は、パレットの車輪によってパレットを支持
する支持要素（8）を利用することによって、走行方向
の一方の高さから他方の高さへ積極的な制御で案内され
、この支持要素（8）は位置決め装置（26）によってパ
レットの車輪と接触するのに有利な位置に位置決めされ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移送方向に移動するパレットが、戻り方向に移動するパレットとは異なる高さで移動し
、前記パレットの走行方向が、方向転換の間、該パレットを実質的に同じ姿勢に連続して
保ちながら転換される動く歩道等の終端部で、前記車輪（5a、5b、6a、6b）上を走行する
パレット（1）の走行方向を転換する方法において、該方法は、前記走行方向における前
記パレット（1）の後端部を、方向転換の間、該パレットの車輪によって該パレットを支
持する支持部材（8）を利用して、前記走行方向の一方の高さから他方の高さへ能動的な
制御によって案内し、該支持部材（8）を、位置決め装置（26）によって前記パレットの
車輪と接触するのに有利な位置に位置決めすることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、該方法は、前記走行方向から見て前記パレット（1）
の後端部を、方向転換時に前記支持部材（8）による能動的な制御によって、上段から下
段へ、および下段から上段へ案内することを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、該方法は、前記支持部材（8）を、方向転換
時に、前記走行方向が転換されつつあるパレットの直後のパレットによって回転させるこ
とを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の方法において、該方法は、前記支持部材（8）を
、方向転換時に、前記走行方向が転換されつつあるパレットの直後に続くパレットの車輪
であって、該パレットの走行方向の一番前にある車輪（5a、5bまたは6a、6b）によって回
転させることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の方法において、該方法は、前記走行方向から見て
パレット（1）の後端部を、方向転換時に、前記支持部材（8）に設けられ、該パレットの
車輪と係合する少なくとも1つの専用の係合領域（12）によって案内し、前記係合領域（1
2）を、連続するパレットの方向転換の合間に、方向転換を行うことになる次のパレット
の従輪が係合領域（12）と接触する位置に位置決めすることを特徴とする方法。
【請求項６】
　車輪（5a、5b、6a、6b）上を移動するパレット（1）の走行方向を動く歩道等の端部で
転換し、該動く歩道等は、歯付ベルト（2）またはチェーンなどの前記パレット（1）を動
かす動力伝達手段に該パレットが連結されて、前記移送方向に移動するパレットが戻り方
向に移動するパレットとは異なる高さで移動し、方向転換中、該パレットを実質的に同じ
姿勢に連続して保ちながら該パレットの移動方向を転換する装置において、該装置は、方
向転換時に、前記走行方向から見たパレット（1）の後端部を、該パレット（1）の走行方
向の一方の高さから他方の高さへ能動的な制御によって案内する支持部材（8）を含み、
該支持部材と対応して、前記パレット（1）の車輪と接触するのに有利な位置に前記支持
部材（8）を位置決めする位置決め装置（26）が設けられていることを特徴とするパレッ
トの移動方向を転換する装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置において、前記支持部材（8）は、前記パレット（1）の車輪（5a
、5b、6a、6b）を受け入れる少なくとも1つの係合領域（12）を含んで、次に方向転換を
行うパレット（1）の従輪が該係合領域（12）と接触することを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の装置において、前記支持部材（8）は、自身の軸上を自由に
回転する車輪であり、該車輪は、その表面に前記パレット（1）の車輪（5a、5b、6a、6b
）に対応する複数の係合領域（12）を有することを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項６ないし８のいずれかに記載の装置において、前記支持部材（8）は、前記通路
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の端部に置かれて前記パレット（1）の車輪（5a、5b、6a、6b）によって能動的に回転可
能であることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項６ないし９のいずれかに記載の装置において、前記支持部材（8）は、前記通路
の端部に置かれて前記走行方向が転換されつつあるパレットの直後のパレットの車輪であ
って、前記走行方向から見て前輪である車輪（5a、5b、6a、6b）によって能動的に回転可
能であることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段に記載の方法、および請求項５の前段に記載の装置に関し、
動く歩道等における車輪上を走行するパレットの移送方法および装置に関するものである
。
【０００２】
　エスカレータのように、動く歩道は、人や物資を移動させるように設計された搬送装置
である。これらは、例えば走行方向に対して実質的に水平姿勢、もしくはやや傾斜姿勢、
一般的には1～15oで稼動することが多く、その結果、エスカレータにおける階段状のステ
ップではなく、連続するステップである点およびパレットが実質的に平坦で直線的な運搬
路を形成している点で、エスカレータとは異なる。また連続するステップの代わりに、連
続的なベルトを有していてもよく、このような場合では、動く歩道はベルトコンベヤに類
似する。また動く歩道は、ムービングサイドウォークおよび自動歩道と呼ばれている。動
く歩道は、利便性や安全性などの人の移送に関する固有の要件を考慮して設計されるとい
う点で、積み荷用や貨物用のコンベヤとは基本的に異なる。
【０００３】
　先行技術の動く歩道において、その構造物は、地面または建物の床に埋められる。この
ような場合、約１メートルの深さで数メートルの長さの穴が、その動く歩道の両端部に設
けられて、動く歩道構造物の駆動装置、およびパレットを回転させる装置を収容する。動
く歩道の中央部に必要な沈み深さは、約半メートルである。この種の動く歩道の構造に伴
う欠点は、その周囲の床に重量のある固定された構造物が必要であり、建物を設計する段
階において既にこれらのことを考慮に入れる必要があることである。さらなる欠点は、こ
のように固定された構造物を、交通量の変化に対応して、１つの場所から他の場所へ移送
することが完全に不可能であるということである。
【０００４】
　従来技術の方式において、パレット通路は、エスカレータのステップと同様に、一般的
には約15～40cmの長さであるパレットから成る。これらのパレットは通常、チェーンもし
くは例えば歯付ベルトによって互いに繋がり、このチェーン全体が機械およびスプロケッ
トによって周回駆動され、その結果、このチェーンにおける上側のパレットがローラーに
支持され、専用の通路を移動する。
【０００５】
　パレット通路の終端部、すなわち通路の終端部において、パレットは、大径の車輪を周
回して裏返り、通路の下側を通って通路の開始点へ戻る。この通路の開始点において、パ
レットは再び周回して通常の走行姿勢に戻り、通路の上側をこの通路の終端部へ向けてさ
らに移動する。
【０００６】
　このような従来技術の問題の１つは、通路の終端部でパレットが転回することである。
なぜならばパレットが転回する空間の深さを、少なくともパレットの長さと同等にする必
要があるからである。しかし、実際においては、その深さはパレットの長さの約1.5～2倍
である。なぜならば、そうしなければ運転が十分に円滑に行なわれないからである。
【０００７】
　英国特許明細書No. GB2299316の図1/3に上述の種類の構造物が従来技術の一例として開
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示されている。またこの特許明細書には、転回点で、固定通路によってパレットを連続し
て水平姿勢に保ちながら、パレットを案内する動く歩道の構造が開示されている。したが
ってこのパレットは、その転回点において回転して裏返しにならない。実際には、パレッ
トは、走行方向から見てパレットの後方の車輪を実質的に自由にしたまま、前方に置位置
する車輪によって、湾曲通路に沿って案内される。しかし、この英国特許明細書に開示さ
れているこのような方式は、パレットの姿勢が正確に決まらない通路の両終端部にいわゆ
る死点を有しているという問題がある。このため、パレットはその死点において詰まるこ
とがあり、その場合、運転が妨害されて、装置全体が停止したり、さらには損傷を受ける
可能性がある。このパレットが詰まる危険性は、運転間隔、非理想的な通路設計、および
機械装置の磨耗によって増大する。
【０００８】
　本発明は、上述の欠点を克服し、動く歩道等の終端部において走行方向を変更する、機
械構造の簡易な、運転に信頼性のある装置および方法を創出することを目的とする。さら
に本発明は、直接、基盤上、例えば床上に据え付けることができる低い構造の動く歩道構
造物を創出することを目的とする。本発明の方法は請求項１の特徴部に開示されるものに
より特徴付けられ、本発明の装置は請求項６の特徴部に開示されるものにより特徴付けら
れる。本発明の他の実施例は、その他の請求項に開示されものにより特徴付けられる。
【０００９】
　また、発明の実施例を本願の詳細な説明部分に示す。本願の発明内容を特許請求の範囲
に定義したもの以外の方法でも定義することができる。本発明内容はまた、とくに、本発
明を明示的なもしくは内在する従属課題に照らして、または達成される利点もしくは一連
の利点の観点から考慮した場合、いくつかの別の発明で構成することもできる。この場合
、上記特許請求の範囲に含まれる属性のいくつかは、別の発明概念については不要になる
とことがある。本発明を、動く歩道の売買、および動く歩道を利用する建物の修繕で使用
することが可能である。また本発明は、動く歩道を配置することによる建物の再構成方法
を提供して、建物および／または建物内の内部交通に関する新規の配列方式を提供する。
例えば、既存の建物において、床高さのためにこれまで据え付けが制限されていた場所に
動く歩道を設けることができる。
【００１０】
　本発明の方法および装置、手短に言えば本発明の方式は、その高さが低い構造によって
輸送コンベヤ構造物を直接基盤上に据え付けることが可能である。その最も低いところで
この輸送コンベヤ構造物の高さは、２つのパレットの高さよりもわずかしか高くない。こ
れは、戻るパレットには、上側に、パレットの下を移動する空間を設ける必要があるから
である。このような方式では、基盤は、屋外または建物内のどちらの場合でも、例えばア
スファルト面、またはコンクリート面であってよい。構造物は、このために特別に作られ
る穴や、対応する空間をまったく必要としない。よって本発明の方式は費用の点で有利で
あり、所望の場所に配置することが可能である。また必要な場合には、本発明の動く歩道
構造物を少しの変更作業、および低費用で新しい場所へ移動することができる。さらなる
利点は、本発明の方式は、動く歩道の下の床が構造物の最終的な補強材となるような軽構
造を達成できることである。
【００１１】
　さらに別の利点は、本発明の方式により、パレットがいかなる段階でもその死点で詰ま
ることがないので、構造物が高い信頼性で稼動し、詰まりによる動作妨害がほとんど発生
しないことである。したがって、とても長いパレットを使用して動く歩道を構成すること
ができ、たとえ動作方向に1メートルを超える長さのものであっても使用可能である。実
際には、製造上と設置上の理由から、また動く歩道の端部が非常に長くなるのを避けるた
めに、パレットの長さは、動作方向に350mm～700mmであるのが好ましい。とくに良好なパ
レット長さは約500mmである。それによって、動く歩道の端部を合理的な寸法にすること
が可能になる。また設置作業を考慮してパレットの重量を比較的軽くしたまま、パレット
本体を単一部品として押出成形により製造することが可能になる。
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【００１２】
　さらなる利点は、方向転換の際のパレットが一方の高さから他方の高さに移動するとき
に、パレットは常にその時点での後輪によって移動することであり、言い換えれば、「前
」輪と「後」輪とによって交互に移動することである。このことに加えて、パレットおよ
び通路の両方が、通路の長手方向に鏡像のような構造をしているために、パレットを時計
回り方向ばかりでなく、反時計回り方向にも駆動できる簡易な構造にすることができる。
またこれらの車輪によってパレットを動かすことは、方向転換中のパレットの移動路が正
確であり、連続して保持するために移動動作が静かであるという利点がある。さらに、パ
レットの方向転換中に余計なガタガタ音が発生することがない。なぜならばパレットを移
動させ、支持部材として機能するアイドラが、軟質の表面層が設けられたパレット支持車
輪に接触するからである。またガタガタ音および他の余計な騒音は、アイドラを位置決め
して、適した位置で軸受け車輪と接触させることにより抑制することができる。また、こ
のようなアイドラの位置決めは、概して、コンベヤの信頼性を改良し、また障害の危険性
を低減する。アイドラの位置決めは、アイドラに取り付けられた位置決め装置を使用して
行われることが好ましい。アイドラと、パレットの車輪、すなわち軸受け車輪との接触の
合間に、位置決め装置はアイドラを特定の位置に押し付ける。その位置でアイドラは、こ
のアイドラに設けられて軸受け車輪と接触する特定の領域で、接近してくる軸受け車輪を
いつでも受け入れることができる。この領域を係合領域と称す。後段に説明するように溝
付き車輪型のアイドラでは、係合領域は溝付き車輪の突出部間の湾状部である。これに関
連して、「軸受け車輪との接触の合間」とは、動作方向を変えつつあるパレットの軸受け
車輪が、アイドラと接触することでアイドラの位置を確定するに至っていない状況を意味
する。
【００１３】
　次に、一実施例および添付の図面を参照して、本発明を詳細に説明する。
【００１４】
　本発明の動く歩道構造物13は、フレーム構造物14を有し、この機能は機器をまとめて保
持し、その下の基盤へ力を伝えることである。フレーム構造物の内部にはパレット通路が
あり、その上面に乗客が立つ。さらに動く歩道構造物は、少なくとも、駆動スプロケット
3および歯付ベルト2を備えたパレット通路駆動機と、手摺と、これらを駆動するための駆
動機械とを有している。
【００１５】
　パレット通路は、車輪が設けられた個々のパレット1を含む。各パレットの前輪5aおよ
び5bは、動く歩道の通常の動作方向に対してパレットの前方角部に配され、後輪6aおよび
6bはパレットの後方角部に配されている。前方角部にある前輪5aは、パレットの同じ側で
対応する後輪6aよりも、パレットからある一定の距離だけ外側に配されている。同様に、
後方角部の後輪6bは、パレットの同じ側で対応する前輪5bよりも、パレットからある一定
の距離だけ外側に配されている。この一定の距離は、どちらの場合でも実質的に同じ距離
であり、後輪6aを戻り通路へ下ろすこと、および同様にして、他方の終端部では前輪5aを
動く歩道の上部通路7へ持ち上げることが同時にできる距離である。戻り通路へ下ろす前
に、パレットは、少なくとも３つの車輪5a、6a、および6bによって一定の距離支持される
。
【００１６】
　さらにパレット1は、パレットの両端部に固定部材4を有する。これは、パレットの走行
方向に対して実質的に中央部に配され、パレットの側端部でパレットを歯付ベルト2へ固
定する。パレット1は、固定部材4によってパレットが方向転換中に同一の方向に向いた状
態を維持できるように、すなわち溝つき支持面が実質的に上方を向いた状態を維持できる
ように、歯付ベルト2に固定される。
【００１７】
　乗客を支えるパレット1が、歯付ベルト2によって駆動され、車輪5および6に支持されて
上側通路7に沿って移動するのに対して、戻り方向に走行するパレットは、同様の車輪に
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よって支持されてフレーム構造物14の下側の通路に沿って移動する。動く歩道の端部にお
いてパレットの先端部は、通常は櫛状のプレートであるいわゆる踏み板10の下を進む。実
質的に同じ領域で、通常の通路7は、動く歩道の一方の側で狭くなって通路延長部11を形
成する。そこでは、後輪6aはもはや通常のトラック7によって支持されなくなる。したが
って、延長部11の領域では、後輪6aは、戻り通路の上部の通過開口部11aを自由に通過す
る。通路延長部11は狭い通路として延びて、外側車輪5aの運動線上のパレット先端部に、
通路7と同じ高さで配される。したがって、パレットの外側前輪5aは延長部11で支持され
て、パレットの先端部が方向転換の開始時に傾くのを防止する。パレットの側縁からパレ
ットの同じ側にある後輪6aまでの距離は、前輪5aの距離よりも短くなるように設定されて
いるので、後輪6aは、通路延長部11に乗ることができない。よって延長部11は、方向転換
時にパレットの後部が通過開口部11aを通ってフレーム構造物14の通路の高さまで下がる
のを妨げない。
【００１８】
　また、同様の通路構造物をパレット通路の出口端部に設けることができ、その場合では
、この構造物は、上述した入口端部構造物の長手方向の鏡像である。出口端部において、
後輪6bは同様に延長部によって支持され、前輪5bは通路の先頭端部を経由してその上部へ
上昇することができる。その先頭端部には、適切な開口部がパレットの内縁部の近くにあ
る前輪5b用に設けられている。出口端部にある構造物は入口端部にある構造物と実質的に
同様であるので、出口端部の構造物を個別には図示しない。
【００１９】
　各通路7の前方端部には、通路の拡張部を形成するアイドラ8があり、これは、パレット
1の後端部を支持する支持部材として機能する。このアイドラは、軸に取り付けられて自
由に回転できる。アイドラ8は溝付きタイプの車輪であり、例えば、パレット1の車輪5a、
5bおよび6a、6bに対応する円弧の形状を有し、凹部を形成している４つの係合領域12を有
する。係合領域12は、パレットが入口端部、すなわち動く歩道の終端部でアイドラ8上を
通過するときに、最初にパレットの前輪5a、5bを支持し、最後に後輪6a、6bを支持するの
で、パレットにある車輪のうちの少なくとも３つが常にアイドラ8と係合する。同時にア
イドラ8は、パレットの方向転換時にパレット1の後端部を死点があればそこを通過させて
移動させる。アイドラ8はその駆動力を次のパレットから受け取り、そのパレットの前輪5
a、5bが継続してアイドラを回転させる。アイドラ8の配置と構造、連続する係合領域間の
距離、およびアイドラの幅は、パレット1の両前輪5a、5bおよび後輪6a、6bが、順にアイ
ドラ8の係合領域12によって支持されるように設定され、係合領域の湾曲の半径は、パレ
ットの車輪5a、5bおよび6a、6bの半径と少なくとも同じ、より望ましくは幾分大きい。能
動的な制御により回転されるアイドラ8は、動く歩道の終端部でパレットの後端部を支持
し、方向転換時にこの動作を制御するので、パレットの姿勢は、方向転換中は正確に制御
される。そのため、方向転換中のどの時点であってもパレットの動きは詰まらない。
【００２０】
　4つの突出部を有するアイドラ8が設けられた構造物の寸法は次の式により決められる。
　L = 1/2 * (p-π/2 * r)　ここで
　L = 駆動スプロケット3の回転中心からアイドラ8の回転中心までの距離；これはまた、
パレット1の固定部材4から車輪5および6の中心までの距離でもある。
　p = 連続するパレットの固定部材4間の距離、好ましくは偶数個のコグ間またはチェー
ン部材間の距離
　r = 鎖歯車のピッチ円の半径
【００２１】
　パレット通路の走行方向における通路延長部11の後ろには通過開口部11bが設けられて
いる。この通過開口部の位置および長さは、パレットの方向転換時に、パレットの固定部
材4が通過開口部4を通って上方の位置から下方の位置へ移動可能になるように選択されて
いる。同様に、延長部11および通過開口部11bが設けられた側とは反対側の、動く歩道の
他方の側には、通過開口部11cが設けられ、これは、通路の端部のアイドラ8から、このア
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イドラから一定の距離を置いて配されている支持バー9の第1の端部へ延びるのが好ましい
。パレットの方向転換時には、パレットの後輪6bとパレットの固定部材4の一方とが、通
過開口11cを通って上段から下段へ移動する。
【００２２】
　パレット通路の動作方向における通過開口部11bおよび11cの後ろに置かれた支持バー9
の支持面の長さは、支持バー9に支持されたパレットの前輪5a、5bが、支持バー9の丸みの
ついた前端部を回ってパレットの上方の位置からパレットの下方の位置へ動いてフレーム
構造物14の内側の底部の高さになるように選択されている。駆動スプロケット3は、図２
、３、および４では駆動スプロケットの回転軸のみが示されているが、パレット1の動作
方向からみてアイドラ8と支持バー9の間に置かれている。
【００２３】
　切れ目のない歯付ベルト2は、通路の両端部にある駆動機の溝付き駆動スプロケット3の
周回する。駆動スプロケット3は、図示しない駆動機によって回転する。歯付ベルト2に取
り付けられたパレット1は歯付ベルトと共に移動して、乗客を動く歩道の入口端部から動
く歩道の出口端部まで運ぶ切れ目のない通路を形成する。
【００２４】
　上述したように、動く歩道の入口端部における装置の構造は、上述した出口端部の構造
と同様である。入口端部では、パレットは、上述したのと同じやり方でその下方の位置か
ら上方の位置へ機械的に案内される。このときは、この走行方向では従車輪であるパレッ
トの前輪5a、5bがアイドラ8によって支持され、各パレットの前端部が下段から輸送段へ
機械的に案内されて持ち上げられる。言い換えれば、パレットは実質的に水平姿勢で搬送
段7まで持ち上げられる。装置は、強制運転によって、いずれの走行方向においても詰ま
りの問題なしに作動可能である。
【００２５】
　本発明の方法によって、方向転換時には、パレット1の走行方向は、パレットを実質的
に同じ姿勢に保ちながら変えられ、その方向転換中は、現行の走行方向におけるパレット
1の後端部が、現行の走行方向の高さから他方の高さへ機械的に案内される。より詳細に
説明すれば、方向変更中は、走行方向から見てパレット1の後端部が、アイドラ8によって
現行の走行方向の高さから他方の高さへ機械的に案内される。この運動の制御は、方向転
換時はアイドラ8が、現行の走行方向において最前部にあって走行方向が変えられつつあ
るパレットの直後のパレットにおける車輪5a、5bもしくは6a、6bによって機械的に回転さ
れることにより容易になる。
【００２６】
　上記において、パレット1が同じ姿勢であるとは、パレットは決してさかさまにならず
に、実質的に水平の姿勢で一方の高さから他方の高さへ移動することを言う。なお、走行
方向に対して前進もしくは後進方向にわずかに傾くことはあり得る。
【００２７】
　図５～図７は本発明の思想を適用したアイドラ8を示し、位置決め装置26がアイドラに
取り付けられている。位置決め装置は、アイドラ8を、アイドラの突出部の間に接触用に
設けられた係合領域12のパレットの車輪とアイドラとが接触する位置に合わせ、次いでパ
レットの移動車輪がアイドラ8と接触するまでこの位置を維持する。これにより、アイド
ラは、パレットの車輪と接触した際に正確な位置を確保するため、アイドラが係合領域12
以外の部分でパレットの車輪と接触した場合に発生する動作妨害を回避できる。位置決め
装置26は、位置決め手段として、例えば、マグネット19、22および強磁性の対向部材16、
20を有しているのが好ましく、磁束がそれらを通ることで、アイドラがパレット1を受け
入れるための正確な位置に位置決めされる。
【００２８】
　図５に示した位置決め装置26は、動かない取り付けプレート17に固定された、動かない
円形マグネットプレート18を有し、このマグネットプレートは、その円周上に1つのマグ
ネット19、または互いから180度離れた2つのマグネット19を有する。アイドラ8の回転軸1
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5は、取り付けプレート17およびマグネットプレート18の中心を貫通するように取り付け
られている。回転軸15とともに回転し、アイドラ8と同様に突出部を４つ有する溝付き車
輪の形をした強磁性の対向部材16が回転軸に留められている。アイドラ8と対向部材16の
両方の突出部は互いに整列している。対向部材16は円筒状の包絡面を有し、包絡面には、
一定の間隔で設けられて対向部材の端面に延びる深い切欠きがあり、対向部材16の突出部
を互いから分離している。突出部の包絡面の内径は、包絡面の内側面とマグネットプレー
ト18とマグネット19とのすき間が可能な限り小さくなるように合わせてあるため、包絡面
の内側面がマグネットプレート18およびマグネット19のすぐ上を回転し、その結果マグネ
ット19による大きな引力が対向部材16の突出部に働く。マグネット19および対向部材16の
突出部の相互の位置は、次の車輪がアイドラの係合領域12に正確に来るように合わせてあ
り、それによってパレット1の車輪がアイドラ8の係合領域12と接触していない場合には、
マグネット19が対向部材16を所定の位置まで引っ張り、アイドラ8が正確な位置になって
次のパレットの車輪と接触するため、次の車輪がアイドラ8の係合領域12に位置するよう
になる。
【００２９】
　図６は、位置決め装置の別の例を示している。この場合、マグネット22は動く歩道の支
持構造物に固定された取付具21に設けられている。溝付き車輪タイプのアイドラ8の各突
出部には、強磁性の対向部材20が設けられ、これは各突出部の外端近傍の中央に配置され
ている。対向部材20はアイドラ8とともに回転し、それらの回転円の直径は、対向部材と
マグネット22との間のすき間が可能な限り小さくなるように合わせてある。原理上、図６
に示す例は、上述の図５に示した例と同様に動作する。またこの例では、パレット1の車
輪がアイドラ8の係合領域12と接触しない場合は、マグネットがアイドラ8を所定の位置に
引っ張って、アイドラ8を正確な位置にして次のパレットの車輪と接触させるため、次の
車輪がアイドラの係合領域12に位置するようになる。
【００３０】
　図７は位置決め装置26のさらに別の例を示している。この例では、位置決め装置は、バ
ネ操作式の装置として実装され、ボール25が設けられたバネ部材が、動く歩道の支持構造
物に固定された取付具21に固定されている。対向部材23が、溝付き車輪型のアイドラ8の
回転軸15に取り付けられ、これは、アイドラ8とともに回転し、湾曲凹部24が90度離れて4
つ設けられ、1つの凹部がアイドラ8の突出部とそれぞれ向かい合っている。図７による例
では、パレット1の車輪がアイドラ8の係合領域12と接触していない場合は、ボールがバネ
の圧力によって対向部材23の湾曲凹部の狭い底面に押し付けられ、それによってアイドラ
8が所定の位置に動かされて次のパレットの車輪と接触するため、次の車輪がアイドラの
係合領域12に位置するようになる。
【００３１】
　本発明が上述の実施例に限定されることはなく、請求項の範囲内で改変することができ
ることは当業者には明らかである。したがって、例えば、歯付ベルトの代わりに、適切な
種類のベルト、チェーン、またはいくらかの制限があるがロープ等の動力伝達手段を用い
てもよい。この場合、スプロケットの代わりに、駆動車輪3を例えば鎖歯車にしてもよい
。例えば、チェーンは大抵の場合、より簡単にパレットに取り付けることができ、チェー
ン構造は歯付ベルト構造より幅が狭い。
【００３２】
　同様に、位置決め装置26の固定マグネット19、22の代わりに、マグネットを回転部分に
配置することができ、強磁性部分を静止したものとすることができるのも当業者には明ら
かである。同様に、バネ式の位置決め装置も上記のものから変更できる。
【００３３】
　さらに水平な作動姿勢で使用するのではなく、上述のコンベヤ構造が上方に、または下
方に傾斜した姿勢になる、例えば自動傾斜路等においても使用可能であることも明らかで
ある。
【００３４】
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　さらに、走行方向におけるパレットの先端部を湾曲通路で案内することができるのも当
業者には明らかである。このような構造は、とくにパレットが下段から上段へ上がる際に
うまく作動する。
【００３５】
　同様に、アイドラ8を、走行方向が変更されているパレットの後に移動して来るパレッ
トによって駆動するのではなく、他の方法、例えば、別の駆動機またはパレット通路の駆
動機物によって駆動可能であることは当業者にとって明らかである。アイドラ8を、例え
ば駆動スプロケット3と同期するように制御して、アイドラ8が回転している間、パレット
1が水平位置を保つようにしてもよい。駆動スプロケット3とアイドラ8との間の伝動は、
例えば、歯付ベルト伝動を用いて構築でき、それにより、駆動スプロケット3とアイドラ8
の同期した相互運動を保証することができる。アイドラ装置8の同期制御を使用すると、
パレットの車輪5および6は、必ずしもパレットの角部に、互いに駆動スプロケット3の回
転半径と等しい距離を置いて配置される必要はない。
【００３６】
　さらに、アイドラ8は上述のものと異なる形状であってもよいことは当業者に明らかで
ある。アイドラは、底部を丸くしたくぼみの代わりに、V字形状等のくぼみを有してもよ
く、その場合アイドラを、例えば、小型ハブを備えた４枚羽の羽根車に似せることができ
る。同様に、アイドラは、４つの突出部の代わりに3つの突出部を有してもよい。この場
合、接触中は、3つの突出部を有するアイドラの回転中心からパレットの車輪までの距離
が変化する。より望ましくは、３つのパレットにおけるそれぞれの車輪が、常に同時にア
イドラと接触しているとよい。
【００３７】
　またアイドラ8は、現在の後続車輪と係合することによってパレットを案内するのでは
なく、他の適切な部分、例えば、パレットの底部の特別な形状部や相当する部分と係合す
ることによってパレットを案内してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明による動く歩道構造物の入口端部の側面図を示す。
【図２】本発明による動く歩道構造物の入口端部の一段階における側断面図である。
【図３】本発明による動く歩道構造物の入口端部の他の段階における側断面図である。
【図４】本発明による動く歩道構造物の入口端部の上面図である。
【図５】本発明によるアイドラ位置決め装置の斜視図である。
【図６】本発明による別のアイドラ位置決め装置を示した概略側面図である。
【図７】本発明による別のアイドラ位置決め装置を示した概略側面図である。
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